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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に酸化亜鉛膜を成膜する工程と、前記酸化亜鉛膜上にレジスト膜をパターン形成
する工程と、前記レジスト膜をマスクとして、リン酸水溶液にイソプロピルアルコールを
添加してなるエッチング液を用いて前記酸化亜鉛膜をパターニングする工程とを有するこ
とを特徴とする酸化亜鉛膜のパターニング方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の発明において、イソプロピルアルコールの添加率は９０％未満である
ことを特徴とする酸化亜鉛膜のパターニング方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の発明において、イソプロピルアルコールの添加率は２０～５０％であ
ることを特徴とする酸化亜鉛膜のパターニング方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は酸化亜鉛膜のパターニング方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　酸化亜鉛（ＺｎＯ）は、優れた半導体の性質を示すことから、例えば、薄膜トランジス
タ等の半導体素子の活性層等として用いることが考えられている。しかしながら、スパッ



(2) JP 4305338 B2 2009.7.29

10

20

30

40

50

タ法により成膜された酸化亜鉛膜をフォトリソグラフィ法によりパターニングする場合、
酸化亜鉛はエッチング液としての酸・アルカリのどちらに対しても極めて溶けやすいため
、エッチング速度を制御しにくいという問題があった。
【０００３】
　一方、酸化亜鉛、アルミナ、塩化コバルトの各粉末を混合、焼成してスパッタ用ターゲ
ットを作製し、スパッタ法により不純物共添加酸化亜鉛膜を成膜すると、耐酸・耐アルカ
リ性が向上し、エッチング速度を遅くすることができる方法がある（例えば、特許文献１
参照）。この場合、エッチング速度は、スパッタ用ターゲット中のコバルト濃度（添加率
）によって決まる。
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－７５０６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、エッチング速度の制御は、通常、エッチング液の濃度によって行なうもので
あるが、特許文献１に記載の方法では、スパッタ用ターゲット中のコバルト濃度によって
行なうため、スパッタ法により不純物共添加酸化亜鉛膜を成膜した時点でエッチング速度
が決まり、不純物共添加酸化亜鉛膜の膜厚や構造の変化に対応しきれず、汎用性に乏しい
という問題があった。また、酸化亜鉛、アルミナ、塩化コバルトの各粉末を混合、焼成し
てスパッタ用ターゲットを作製しなければならず、コスト高になってしまうという問題が
あった。
【０００６】
　そこで、この発明は、エッチング速度の制御をエッチング液の濃度によって行なうこと
ができ、またスパッタ用ターゲットを低コストで作製することができる酸化亜鉛膜のパタ
ーニング方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明は、上記目的を達成するため、酸化亜鉛のエッチング液として、リン酸水溶液
にイソプロピルアルコールを添加してなるものを用いることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明によれば、酸化亜鉛のエッチング液として、リン酸水溶液にイソプロピルアル
コールを添加してなるものを用いているので、エッチング速度の制御をエッチング液の濃
度によって行なうことができる。また、基板上に酸化亜鉛膜を成膜すればよいので、この
成膜をスパッタ法により行なう場合、スパッタ用ターゲットを低コストで作製することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　図１はこの発明の一実施形態としての酸化亜鉛膜のパターニング方法を示す。この場合
、まず、図１（Ａ）に示すように、シリコン、ガラス、樹脂等からなる基板１の上面に、
スパッタ法、ＣＶＤ法、蒸着法、キャスト法、メッキ法等により、酸化亜鉛膜２を成膜す
る。次に、酸化亜鉛膜２の上面に、フォトリソグラフィ法により、レジスト膜３をパター
ン形成する。
【００１０】
　次に、レジスト膜３をマスクとして、リン酸水溶液にイソプロピルアルコールを添加し
てなるエッチング液を用いて、酸化亜鉛膜２をパターニングすると、図１（Ｂ）に示すよ
うに、フォトレジスト膜３下にのみ酸化亜鉛膜２が残存される。この場合、エッチング液
の温度は、５～４０℃、好ましくは室温（２２～２３℃）とする。
【００１１】
　ここで、エッチング液として、リン酸水溶液にイソプロピルアルコール（ＩＰＡ）を添
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加したものを用い、リン酸濃度およびイソプロピルアルコール添加率と酸化亜鉛膜に対す
るエッチング速度（室温２３℃）との関係について調べたところ、図２に示す結果が得ら
れた。
【００１２】
　図２において、実線は、イソプロピルアルコールの添加率を５０％とし、リン酸濃度を
変化させた場合におけるエッチング速度を示し、一点鎖線は、イソプロピルアルコールの
添加率を２０％とし、リン酸濃度を変化させた場合におけるエッチング速度を示す。なお
、図２において、二点鎖線は、比較のために、イソプロピルアルコールの添加率を０％と
し、つまり、エッチング液としてリン酸水溶液のみを用い、リン酸濃度を変化させた場合
におけるエッチング速度を示す。
【００１３】
　図２から明らかなように、エッチング速度は、リン酸濃度が大きくなるほど早くなるが
、リン酸濃度が同じであれば、イソプロピルアルコール添加率（０％、２０％、５０％）
が大きくなるほど遅くなる。ちなみに、イソプロピルアルコール添加率を９０％としたと
ころ、酸化亜鉛膜はほとんどエッチングされなかった。したがって、イソプロピルアルコ
ール添加率は９０％未満が好ましい。
【００１４】
　ところで、酸化亜鉛膜に対するエッチング速度は、加工の制御性を考慮した場合、一例
として、１００ｎｍ／ｍｉｎ程度が好ましい。なお、上記特許文献１の図１において、エ
ッチング液として０．２モルのＨＣｌを用いた場合、最も遅いエッチング速度はＣｏＣｌ

2添加量３ｗｔ％程度で１２０ｎｍ／ｍｉｎ程度である。
【００１５】
　そこで、図２の二点鎖線（イソプロピルアルコール添加率０％）を見ると、リン酸濃度
が０．０５６％程度であると、エッチング速度は１００ｎｍ／ｍｉｎ程度である。しかし
ながら、エッチング液としてリン酸水溶液のみを用い、リン酸濃度を０．０５６％程度と
することは、濃度管理として小数点以下２桁以上の精度を要求されるため、実際には極め
て困難である。
【００１６】
　一方、図２の実線（イソプロピルアルコール添加率５０％）では、リン酸濃度が０．０
５６％程度であると、エッチング速度は３０ｎｍ／ｍｉｎ程度であり、同等濃度のリン酸
水溶液のみからなるエッチング液のエッチング速度（１００ｎｍ／ｍｉｎ程度）の約３／
１０倍となるが、リン酸濃度が０．０５６×１０／３≒０．１８７％程度であると、エッ
チング速度は１００ｎｍ／ｍｉｎ程度である。
【００１７】
　そこで、エッチング液として、イソプロピルアルコール添加率を５０％とし、リン酸濃
度を０．０５６％程度を基準としてその約１０／３倍以内に濃くしたものを用いても、酸
化亜鉛膜に対するエッチング速度が３０～１００ｎｍ／ｍｉｎ程度となり、リン酸濃度誤
差許容範囲を約１０／３倍と大きくすることができる。
【００１８】
　また、図２の一点鎖線（イソプロピルアルコール添加率２０％）では、リン酸濃度が０
．０８％程度であると、エッチング速度は８０ｎｍ／ｍｉｎ程度であり、好ましいエッチ
ング速度（１００ｎｍ／ｍｉｎ程度）の約４／５倍となるが、リン酸濃度が０．０８×５
／４＝０．１０％程度であると、エッチング速度は１００ｎｍ／ｍｉｎ程度である。
【００１９】
　そこで、エッチング液として、イソプロピルアルコール添加率を２０％とし、リン酸濃
度を０．０８％程度を基準としてその約５／４倍以内に濃くしたものを用いても、酸化亜
鉛膜に対するエッチング速度が８０～１００ｎｍ／ｍｉｎ程度となり、リン酸濃度誤差許
容範囲を約５／４倍と大きくすることができる。
【００２０】
　したがって、エッチング液として、リン酸水溶液にイソプロピルアルコールを２０～５
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０％添加したものを用いると、エッチング速度を好ましい１００ｎｍ／ｍｉｎ程度以下に
維持して、リン酸濃度誤差許容範囲を約５／４～約１０／３倍と大きくすることができる
ので、リン酸の濃度管理が比較的容易となり、このようなエッチング液を比較的容易に調
製することができる。
【００２１】
　また、酸化亜鉛膜に対するエッチング速度の制御は、エッチング液の濃度、つまり、リ
ン酸濃度およびイソプロピルアルコール添加率によって行なうことができる。また、図１
（Ａ）に示すように、基板１上に酸化亜鉛膜２を成膜すればよいので、この成膜をスパッ
タ法により行なう場合、スパッタ用ターゲットを低コストで作製することができる。
【００２２】
　ところで、図３（Ａ）に示すように、エッチング液としてリン酸水溶液のみを用いた場
合には、レジスト膜３の側面近傍における酸化亜鉛膜２に対するエッチング速度がその以
外の領域におけるエッチング速度よりも早い。そして、図３（Ｂ）に示すように、レジス
ト膜３の側面近傍における酸化亜鉛膜２に対するエッチングが終了しても、それ以外の領
域では酸化亜鉛膜２がまだかなり残っているため、エッチングを続行すると、図３（Ｃ）
に示すように、レジスト膜３下に残存する酸化亜鉛膜２に比較的大きなサイドエッチング
が生じてしまう。
【００２３】
　これに対し、エッチング液としてリン酸水溶液にイソプロピルアルコールを添加したも
のを用いた場合でも、レジスト膜３下に残存する酸化亜鉛膜２にサイドエッチングが生じ
るが、この場合のサイドエッチング量は、エッチング液としてリン酸水溶液のみを用いた
場合よりも小さくなる。
【００２４】
　ここで、図３（Ｂ）に示すように、レジスト膜３の側面近傍以外の領域における酸化亜
鉛膜２の平均エッチング量をＡとし、レジスト膜３の側面近傍における酸化亜鉛膜２の最
大エッチング量をＢとする。すると、Ｂ÷Ａ×１００（％）は、１００％が理想の状態で
あるが、触針式膜厚計を用いて測定したところ、エッチング液としてリン酸水溶液のみを
用いた場合、２５０～３００％超であるのに対し、エッチング液としてリン酸水溶液にイ
ソプロピルアルコールを５０％添加したものを用いた場合、１８０～２２５％であった。
【００２５】
　したがって、エッチング液としてリン酸水溶液にイソプロピルアルコールを添加したも
のを用いた場合には、エッチング液としてリン酸水溶液のみを用いた場合と比較して、レ
ジスト膜３下に残存する酸化亜鉛膜２に生じるサイドエッチング量を少なくすることがで
き、理想のエッチング状態に近づけることができる。
【００２７】
　また、パターニングの対象である酸化亜鉛膜は、薄膜トランジスタの活性層を形成する
ための真性酸化亜鉛膜に限らず、薄膜トランジスタのオーミックコンタクト層を形成する
ためのｎ型またはｐ型酸化亜鉛膜であってもよく、また酸素欠損を生じさせて導電率を変
化させた酸化亜鉛膜であってもよく、さらに配線や抵抗層を形成するためのものであって
もよい。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】（Ａ）、（Ｂ）はこの発明の一実施形態としての酸化亜鉛膜のパターニング方法
を説明するために示す断面図。
【図２】リン酸濃度およびイソプロピルアルコール添加率と酸化亜鉛膜に対するエッチン
グ速度との関係を示す図。
【図３】レジスト膜下の酸化亜鉛膜に生じるサイドエッチングを説明するために示す図。
【符号の説明】
【００２９】
　１　基板
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　２　酸化亜鉛膜
　３　レジスト膜

【図１】 【図２】
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【図３】
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